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(3) 自動車保管 ＜企業局総務課＞

場所の貸付料 職員住宅の敷地内に入居者のための駐車場が確保されているに 平成２５年１月から企業局公舎管理規程に基づき，阿南公舎の自動

徴収について もかかわらず，様々な理由により貸付料を徴収していないものが 車保管場所使用料の徴収を開始した。

あった。これらについては，他の職員住宅との均衡を欠くことと

なっているため，それぞれの規定に基づく自動車の保管場所に指

定し，適切な負担がなされるように検討されたい。

＜県警本部会計課＞

警察の職員住宅において駐車場が確保されているにもかかわら 県警察が管理する職員公舎について，平成２５年１月１日から公舎

ず，公舎管理規則の趣旨のとおりの取扱いがなされていないもの 管理規則に基づき，駐車場貸付料を徴収することとした。

があった。勤務の特殊性を考慮した趣旨があるとしても，合理的

な理由が必要である。

適切な対応を検討されたい。


